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Ａ－4 チーズ 

Ａ－4 ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及びチーズフードの表示に関する公正競争規約及び同施行規則 

公正競争規約 公正競争規約施行規則 

（ 目的 ） 

第１条 この公正競争規約（以下「規約」という。）

は、不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律

第134号）第12条第１項の規定に基づき、ナチュラ

ルチーズ、プロセスチーズ及びチーズフードの取引

について行う表示に関する事項を定めることによ

り、一般消費者の適正な商品選択に資するととも

に、ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及びチーズ

フードの製造及び販売業における不当な顧客の誘

引を防止し、もって公正な競争を確保することを目

的とする。 

 

 

（ 定義 ） 

第２条 この規約で「ナチュラルチーズ」とは、食品

衛生法（昭和22年法律第233号）の規定に基づく乳

及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚

生省令第52号。以下「乳等省令」という。)第２条

第17項に規定するナチュラルチーズをいう。なお、

当該ナチュラルチーズには、香り及び味を付与する

目的で、乳に由来しない風味物質を添加することが

できるものとする。 

 

２ この規約で「プロセスチーズ」とは、乳等省令第

２条第18項に規定するプロセスチーズであって、乳

等省令別表二（三）（４）の成分規格に合致するも

のをいう。なお、当該プロセスチーズには、次の各

号に掲げものを添加することができるものとする。

  (1) 食品衛生法で認められている添加物 

(2) 脂肪量の調整のためのクリーム、バター及びバ

ターオイル 

(3) 香り、味、栄養成分、機能性及び物性を付与す

る目的の食品（添加量は製品の固形分重量の1/6

以内とする。ただし、前号以外の乳等の添加量は

製品中の乳糖含量が５％を超えない範囲とす

る。） 
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公正競争規約 公正競争規約施行規則 
３ この規約で「チーズフード」とは、乳等省令第７

条第２項第４号にいう乳又は乳製品を主要原料と

する食品であって、一種以上のナチュラルチーズ又

はプロセスチーズを粉砕し、混合し､加熱溶融し、

乳化してつくられるもので､製品中のチーズ分の重

量が51％以上のものをいう。なお、当該チーズフー

ドには、次の各号に掲げるものを添加することがで

きるものとする。 

(1) 食品衛生法で認められている添加物 

  (2) 香り、味、栄養成分、機能性及び物性を付与す

る目的の食品（添加量は製品の固形分重量の1/6

以内とする。） 

(3) 乳に由来しない脂肪、蛋白質又は炭水化物（添

加量は製品重量の10％以内とする。） 

 

４ この規約で「事業者」とは、ナチュラルチーズ、

プロセスチーズ又はチーズフードを製造し、若しく

は販売し、又は輸入して販売する者をいう。 

 

５ この規約で「表示」とは、顧客を誘引するための

手段として、事業者が自己の供給するナチュラルチ

ーズ、プロセスチーズ又はチーズフードの取引に関

する事項について行う広告その他の表示であって、

次に掲げるものをいう。 

 

  (1) 商品、容器又は包装による広告その他の、表示

及びこれらに添付した物による広告その他の表

示 

  (2) 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他

これらに類似する物による広告その他の表示（ダ

イレクトメール、ファクシミリ等によるものを含

む。）及び口頭による広告その他の表示（電話に

よるものを含む。） 

  (3) ポスター、看板（プラカード及び建物又は電車、

自動車等に記載されたものを含む。）、ネオン・サ

イン、アドバルーン、その他これらに類似する物

による広告及び陳列物又は実演による広告 

 (4) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送（有線電気

通信設備又は拡声機による放送を含む。）、映写、

演劇又は電光による広告 

 (5) 情報処理の用に供する機器による広告その他

の表示（インターネット、パソコン通信等による

ものを含む。） 

 

 

（ 必要な表示事項 ） 

第３条 事業者は、ナチュラルチーズ、プロセスチー

ズ及びチーズフードの表示に関する公正競争規約

施行規則（以下「施行規則」という。）に定めると

ころにより、ナチュラルチーズ、プロセスチーズ又

はチーズフードの容器又は包装に、次に掲げる事項

を一括して、外部から見やすい場所に、邦文で明り

ょうに表示しなければならない。 

（ 必要な表示事項 ） 

第１条 ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及びチ

ーズフードの表示に関する公正競争規約（以下「規

約」という。）第３条第１項に規定する必要な表示

事項は、第２条から第９条までに掲げる基準に基

づき、第10条に掲げる様式により表示するものと

する。 
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公正競争規約 公正競争規約施行規則 
 (1) ナチュラルチーズ又はプロセスチーズにあっ

ては種類別、チーズフードにあっては名称 

（ 種類別又は名称 ） 

第２条 規約第３条第１項第１号の規定により表示

すべき種類別又は名称は、次のとおりとする。 

  (1) ナチュラルチーズにあっては、種類別は「ナ

チュラルチーズ」と表示する。 

  (2) プロセスチーズにあっては、種類別は「プロ

セスチーズ」と表示する。 

  (3) チーズフードにあっては、名称は「チーズフ

ード」と表示する。 

 

(2) チーズフードにあっては 

(ァ) 無脂乳固形分 

(ィ）乳脂肪分 

(ゥ) 乳脂肪分以外の脂肪分 

(ェ) 乳蛋白質以外の蛋白質分 

(ォ) 乳糖以外の炭水化物分 

ただし、(ゥ)(ェ)(ォ)を含まない場合は当

該項目を省略する。 

（ チーズフードの無脂乳固形分等 ） 

第３条 規約第３条第１項第２号により表示すべき

事項は、それぞれ製品重量に占める割合を百分率

（小数第一位まで）で表示する。ただし、同号(ゥ)

から(ォ)までに規定する事項を含まない場合にあ

っては、当該項目を省略する。 

  

  

  

  

 (3) 原材料名 （ 原材料名 ） 

第４条 規約第３条第１項第３号の規定により表示

すべき原材料名は、次のとおりとする。 

  (1) 使用した原材料は、食品添加物以外の原材料、

食品添加物の順で、各原材料に占める重量の割

合の多いものから順に、その最も一般的な名称

をもって表示する。 

   (2) 食品添加物以外の原材料のうち、２種類以上

の原材料からなる原材料（以下「複合原材料」

という。）については、当該複合原材料の名称の

次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を

当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の

多いものから順に、その最も一般的な名称をも

って表示する。この場合において、複合原材料

の製品の原材料に占める重量の割合が５％未満

のとき又は複合原材料の名称からその原材料が

明らかなときは、当該複合原材料の原材料の表

示を省略することができる。 

   (3) 食品添加物は、食品衛生法（昭和22年法律第

233号）の規定に基づく食品衛生法施行規則（昭

和23年厚生省令第23号）及び乳及び乳製品の成

分規格等に関する省令（昭和26年厚生省令第52

号。以下「乳等省令」という。）に基づき表示す

る。 

   (4) 牛以外の動物の乳を原材料として製造したナ

チュラルチーズにあっては、当該動物の種類を

使用量の多いものから順に表示する。 

 

 

  (5) アレルギー物質を含む食品を原材料に使用す

る場合は、食品衛生法施行規則及び乳等省令の

規定に基づき表示する。 
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公正競争規約 公正競争規約施行規則 
   (6) 遺伝子組換え食品を原材料に使用する場合

は、食品衛生法施行規則及び農林物資の規格化

及び品質表示の適正化に関する法律（昭和25年

法律第175号。以下「ＪＡＳ法」という。）に基

づく遺伝子組換えに関する表示に係る加工食

品品質表示基準第７条第１項及び生鮮食品品

質表示基準第７条第１項の規定に基づく農林

水産大臣の定める基準（平成12年農林水産省告

示第517号）に基づき表示する。 

 

  (4) 内容量 （ 内容量 ） 

第５条 規約第３条第１項第４号の規定により表示

すべき内容量は、計量法（平成４年法律第51号）

及びＪＡＳ法に基づく加工食品品質表示基準（平

成12年農林水産省告示第513号）に基づき、「○○

グラム」若しくは「○○ｇ」又は「○○キログラ

ム」若しくは「○○ｋｇ」と表示する。 

 

 (5) 賞味期限 （ 賞味期限 ） 

第６条 規約第３条第１項第５号の規定により表示

すべき賞味期限は、乳等省令及び加工食品品質表

示基準に基づき表示する。 

 

(6) 保存方法 

 

（ 保存方法 ） 

第７条 規約第３条第１項第６号の規定により表示

すべき保存方法は、乳等省令及び加工食品品質表

示基準に基づき流通、販売、消費等における状況

を考慮した上で、製品の特性に応じた適切な保存

の方法を具体的に表示する。 

 

 

(7) 輸入品にあっては原産国名 （ 輸入品の原産国名 ） 

第８条 規約第３条第１項第７号の規定により表示

すべき輸入品の原産国名は、加工食品品質表示基

準に基づき表示する。 

 

(8) 製造業者又は輸入業者の氏名又は名称及び所在

地 

（ 製造業者又は輸入業者の氏名又は名称及び所

在地 ） 

第９条 規約第３条第１項第８号の規定により表示

すべき製造業者又は輸入業者の氏名又は名称及び

所在地は、乳等省令及び加工食品品質表示基準に

基づき表示する。 

 

２ 紙製容器包装及びプラスチック製容器包装への

分別回収のための識別マークは、資源の有効な利

用の促進に関する法律（平成３年法律第48号）に
基づく特定容器包装の表示の標準となるべき事項

を定める省令（平成13年財務省・厚生労働省・農
林水産省・経済産業省令第２号）に基づき表示し

なければならない。 
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公正競争規約 公正競争規約施行規則 

（ 一括表示事項の様式 ） 

第10条 規約第３条第１項に規定する必要な表示事

項の様式は次のとおりとする。 

(1) ナチュラルチーズ又はプロセスチーズの場合

種類別 

原材料名 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

原産国名（備考６） 

製造者（備考７） 
 

 

 

(2) チーズフードの場合 

名称 

無脂乳固形分 

乳脂肪分 

乳脂肪分以外の脂肪分（備考４） 

乳蛋白質以外の蛋白質分（備考４） 

乳糖以外の炭水化物分（備考４） 

原材料名 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

原産国名（備考６） 

製造者（備考７） 

 備考 

 １ 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と

対照的な色とする。 

 ２ 表示に用いる文字は、種類別又は名称につい

ては、日本工業規格Z8305(1962)に規定する14

ポイントの活字以上の大きさの肉太の活字と

し、種類別又は名称以外の表示事項については、

当該規格に規定する8ポイントの活字以上の大

きさの統一のとれた活字とする。ただし、表示

可能面積がおおむね150c㎡以下のものにあって

は、当該規格に規定する5.5ポイントから7.5ポ

イントまでの大きさの活字とすることができ

る。 

 ３ 表示しない項目にあっては、この様式中その

項目を省略する。 

 ４ チーズフードにあっては、無脂乳固形分、乳

脂肪分、乳脂肪分以外の脂肪分、乳蛋白質以外

の蛋白質分及び乳糖以外の炭水化物分を表示す

る。ただし、乳脂肪分以外の脂肪分、乳蛋白質

以外の蛋白質及び乳糖以外の炭水化物を含まな

い場合にあっては、その項目を省略する。 

 ５ 賞味期限をこの様式に従い表示することが困

難な場合には、この様式の賞味期限の欄に表示

箇所を表示すれば、他の箇所に表示することが

できる。この場合において、保存方法について

も、この様式の保存方法の欄に表示箇所を表示

すれば、賞味期限の表示箇所に近接して表示す

ることができる。 

 ６ 輸入品にあっては、原産国名を表示する。 
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公正競争規約 公正競争規約施行規則 
 ７ 輸入品にあっては、この様式中「製造者」を

「輸入者」とする。 

 ８ この様式は、縦書とすることができる。 

 ９ この様式の枠を表示することが困難な場合に

は、枠を省略することができる。 

 

（ 特定表示事項 ） 

第４条 ナチュラルチーズ、プロセスチーズ又はチー

ズフードの容器又は包装に、国名又は原産地若しく

は「チェダー」、「ゴーダ」、「エメンタール」その他

これらに類する名称を表示する場合は、施行規則で

定めるところによらなければならない。 

 

（ 特定表示事項 ） 

第11条 規約第４条第１項の規定に基づく表示は、

次の基準によるものとする。 

 

   (1) 国名を表示する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア ナチュラルチーズ又はプロセスチーズ 

   (ｱ) 商品名に表示する場合 

    ａ 当該国産のチーズ分の重量は、製品中

のチーズ分の重量の75％以上であるこ

と。 

    ｂ 当該重量の割合を、見やすい場所に明

りょうに表示すること。ただし、当該割

合が100％である場合は、割合の表示を省

略することができる。 

   (ｲ) 商品名以外に表示する場合 

     当該国産のチーズ分の製品中のチーズ分

に占める重量の割合を、見やすい場所に明

りょうに表示すること。ただし、当該割合

が100％である場合は、割合の表示を省略す

ることができる。 

 イ チーズフード 

   (ｱ) 商品名に表示する場合 

    ａ 当該国産のチーズ分の重量は、製品重

量の51％以上であること。 

    ｂ 当該重量の割合を見やすい場所に明り

ょうに表示すること。 

   (ｲ) 商品名以外に表示する場合 

     当該国産のチーズ分の製品に占める重量

の割合を、見やすい場所に明りょうに表示

すること。 

 (2) 原産地名を表示する場合 

   ア ナチュラルチーズ又はプロセスチーズ 

   (ｱ)  商品名に表示する場合 

    ａ 当該地産のチーズ分の重量は、製品中

のチーズ分の重量の60％以上であるこ

と。 

    ｂ 当該重量の割合を見やすい場所に明り

ょうに表示すること。ただし、当該割合

が100％である場合は、割合の表示を省略

することができる。 
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公正競争規約 公正競争規約施行規則 
    (ｲ)  商品名以外に表示する場合 

     当該地産のチーズ分の製品中のチーズ分

に占める重量の割合を、見やすい場所に明

りょうに表示すること。ただし、当該割合

が100％である場合は、割合の表示を省略す

ることができる。 

   イ チーズフード 

   (ｱ) 商品名に表示する場合 

    ａ 当該地産のチーズ分の重量は、製品重

量の51％以上であること。 

    ｂ 当該重量の割合を見やすい場所に明り

ょうに表示すること。 

   (ｲ) 商品名以外に表示する場合 

     当該地産のチーズ分の製品に占める重量

の割合を、見やすい場所に明りょうに表示

すること。 

   (3) 「チェダー」、「ゴーダ」、「エメンタール」そ

の他これらに類する名称を表示する場合 

   ア ナチュラルチーズ又はプロセスチーズ 

   (ｱ)  商品名に表示する場合 

    ａ 当該チーズ分の重量は、製品中のチー

ズ分の重量の60％以上であること。 

    ｂ 当該重量の割合を見やすい場所に明り

ょうに表示すること。ただし、当該割合

が100％である場合は、割合の表示を省略

することができる。 

   (ｲ)  商品名以外に表示する場合 

     当該チーズ分の製品中のチーズ分に占め

る重量の割合を、見やすい場所に明りょう

に表示すること。ただし、当該割合が100％

である場合は、割合の表示を省略すること

ができる。 

   イ チーズフード 

   (ｱ) 商品名に表示する場合 

    ａ 当該チーズ分の重量は、製品重量の

51％以上であること。 

    ｂ 当該重量の割合を見やすい場所に明り

ょうに表示すること。 

   (ｲ) 商品名以外に表示する場合 

     当該チーズ分の製品に占める重量の割合

を、見やすい場所に明りょうに表示するこ

と。 

２ ナチュラルチーズ、プロセスチーズ又はチーズフ

ードの容器又は包装に、ブルーチーズ、カマンベー

ルチーズその他の香味の著しく強いチーズが含ま

れている旨を表示する場合は、施行規則で定めると

ころによらなければならない。 

２ 規約第４条第２項の規定に基づき、ブルーチー

ズ、カマンベールチーズその他の香味の著しく強

いチーズが含まれている旨を表示する場合は、当

該チーズ分の製品中のチーズ分に占める重量の割

合を、見やすい場所に明りょうに表示すること。

この場合において、その旨を商品名に表示する場

合は、「○○チーズ入り」、「○○チーズイン」又は

「○○チーズブレンド」としなければならない。
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公正競争規約 公正競争規約施行規則 
 ３ 前二項に規定する割合の表示は、容器又は包装

に日本工業規格Z8305(1962)に規定する８ポイン

トの活字以上の大きさの活字で、外部から見やす

い場所に、明りょうに表示すること。ただし、内

容量が30ｇ以下の小包装（べビー型、スティック

型等）のものにあっては、最小販売単位の製品を

収容する容器又は包装に表示することができる。

３ ナチュラルチーズ、プロセスチーズ又はチーズフ

ードの容器又は包装に、栄養成分又は熱量に関する

表示を行う場合は、健康増進法(平成14年法律第103

号)に基づく栄養表示基準（平成15年厚生労働省告

示第176号）に基づき表示しなければならない。 

 

  

（ 不当表示の禁止 ） 

第５条 事業者は、ナチュラルチーズ、プロセスチー

ズ又はチーズフードの取引に関し、次の各号に掲げ

る表示をしてはならない。 

  (1) 第２条第１項から第３項までの定義に該当し

ない商品について、当該定義に該当する商品であ

るかのような表示 

  (2) 第４条第１項及び第２項に規定する事項の使

用基準に該当しない表示 

  (3) 客観的な根拠に基づかない、病気の予防、痩身

等の効能・効果表示 

  (4) 客観的な根拠に基づかない、天然、自然、特選、

高級等の表示 

  (5) 架空又は容易に得られる賞の表示 

  (6) 内容物の保護又は品質保全に必要な限度を超

えて過大な容器又は包装を用いる表示 

  (7) 不当な価格表示 

  (8) 他の事業者の同種の商品について、その特徴を

不適切に比較する表示 

  (9) 前各号に掲げるもののほか、商品の内容又は取

引条件について、実際のもの又は自己と競争関係

にある他の事業者に係るものより著しく優良又

は有利であると一般消費者に誤認されるおそれ

がある表示 

  (10) 原産国について、誤認されるおそれがある表

示 

  (11) おとり広告に関する表示 

  (12) 他の事業者のナチュラルチーズ、プロセスチ

ーズ又はチーズフードを、中傷し又は誹謗する

表示 

 

（ 公正取引協議会の設置 ） 

第６条 この規約を適正に施行するため、チーズ公正

取引協議会（以下「公正取引協議会」という。）を

設置する。 

（ 不当表示の禁止 ） 

第12条 チーズフードの商品名に「○○チーズ」と

表示することは、規約第５条第１号の規定に該当

するものとする。 

２ 規約第５条第６号に規定する内容物の保護又は

品質保全に必要な限度を超えて過大な容器又は包

装を用いる表示とは、外から内容物が確認できな

い場合であって、当該内容物の容積（製品を垂直

に立てたとき、下部に堆積した内容物（内容物が

個々に包装されている場合は、当該包装材料を含

む。）の容積をいう。）が、当該容器又は包装の内

容積の３分の２未満のものをいう。ただし、内容

物の保護又は品質保全のため、ガスを充てんする

等やむを得ない場合は、この限りでない。 

３ 前項ただし書の規定による、内容物の保護又は

品質保全のため、ガスを充てんする等やむを得な

い場合にあっては、内容量を、日本工業規格

Z8305(1962)に規定する８ポイントの活字以上の

大きさの統一のとれた活字（表示可能面積がおお

むね150c㎡以下のものにあっては、日本工業規格

Z8305(1962)に規定する5.5ポイントから7.5ポイ

ントまでの大きさの活字とすることができる。）

で、規約第３条第１項に規定する必要な表示事項

とは別に、製品の見やすいところに表示すること。

２ 公正取引協議会は、この規約に参加する事業者及

び事業者の団体をもって構成する。 
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公正競争規約 公正競争規約施行規則 

（ 公正取引協議会の事業 ） 

第７条 公正取引協議会は次の事業を行う。 

  (1) この規約の内容の周知徹底に関すること。 

 (2) この規約についての相談及び指導に関するこ

と。 

 (3) 会員の製造及び販売するナチュラルチーズ、プ

ロセスチーズ及びチーズフードの品質検査に関

すること。 

 (4) この規約の規定に違反する疑いがある事実の

調査に関すること。 

 (5) この規約の規定に違反する者に対する措置に

関すること。 

 (6) 関係官公庁との連絡に関すること。 

 (7) 規則の制定又は改廃に関すること。 

 (8) 一般消費者からの苦情の処理に関すること。 

 (9) その他この規約の施行及び改正に関すること。

 

（ 違反に対する調査 ） 

第８条 公正取引協議会は、第３条から第５条まで 

の規定に違反する事実があると思料するときは、 

関係者を招致し、事実を聴取し、関係者に必要な 

事項を照会し、参考人から意見を求め、その他必 

要な調査を行うことができる 

 

２ 事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の

調査に協力しなければならない。 

 

３ 公正取引協議会は、前項の規定に違反して調査に

協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨

を文書をもって警告し、これに従わないときは、３

万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすること

ができる。 

 

 

（ 違反に対する措置 ） 

第９条 公正取引協議会は、第３条から第５条までの

規定に違反する行為があると認めるときは、当該違

反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除

するために必要な措置を採るべき旨、第３条から第

５条までの規定に違反する行為を再び行ってはな

らない旨を文書をもって警告することができる。 

 

２ 公正取引協議会は、前項の警告を受けた事業者が

当該警告に従っていないと認めるときは、当該事業

者に対し、30万円以下の違約金を課し、除名処分を

し、又は公正取引委員会に必要な措置を講ずるよう

求めることができる。 

 

３ 公正取引協議会は、前条第３項又は本条第１項若

しくは第２項の規定により警告をし、違約金を課

し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく

文書をもって公正取引委員会に報告するものとす

る。 
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公正競争規約 公正競争規約施行規則 

（ 違反に対する決定 ） 

第10条 公正取引協議会は、第８条第３項又は前条第

２項の規定による措置（警告を除く。）を採ろうと

する場合は、採るべき措置の案（以下「決定案」と

いう。）を作成し、これを当該事業者に送付するも

のとする。 

２ 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10

日以内に、公正取引協議会に対して文書をもって異

議の申立てをすることができる。 

 

 

３ 公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった

場合は、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を

与え、これらの資料に基づき更に審理を行い、それ

に基づいて措置の決定を行うものとする。 

 

４ 公正取引協議会は、第２項に規定する期間内に異

議の申立てがなかった場合は、速やかに決定案の内

容と同趣旨の決定を行うものとする。 

 

 

（ 規則の制定 ） 

第11条 公正取引協議会は、この規約の実施に関する

規則を定めることができる。 

 

２ 前項の規則を定め、又はこれを変更しようとする

ときは、事前に公正取引委員会の承認を受けるもの

とする。 

 

附 則 

この規約の変更は、平成１８年１月４日から施行す

る。 

 

 

 

 

附 則 

１ この施行規則は、規約の変更について公正取引

委員会の認定の告示があった日から施行する。

２ この施行規則の施行の日以前に製造、加工又は

輸入されたものの表示は、告示があった日から

１年間は、なお従前の例によることができる。

ただし、施行規則第６条の規定にかかわらず、

賞味期限に係る表示は、平成１７年７月３１日

までに製造、加工又は輸入されるものについて

は、なお従前の例によることができる。  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


